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荒川区景観計画の概要 
 

 景観計画の策定と景観条例の制定の背景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 景観計画の概要 

１ 目的と位置づけ 

●目的 

区の将来像を見据え、区全域の景観形成に関わ

る目標や方針を明らかにし、区民・事業者・区と

の協働により良好で個性あふれる荒川区らしい景

観の形成を実現することを目的とするものです。 

●位置付け 

・ 景観法第８条第１項の規定による法定計画であ

るとともに、荒川区独自の取組を盛り込んだ景

観に関するまちづくり計画です。 

・ 荒川区都市計画マスタープランとの整合を図る

とともに、東京都景観計画を踏まえた計画です。 

２ 理念と目標 

●理念 

 

●計画の目標 

 

３ 荒川区の景観特性 

 

１．荒川区の市街地の成り立ち 

荒川区の大部分は、起伏の少ない平坦な低地で、

隅田川に向かって緩やかに傾斜しています。 

区南西部の西日暮里三丁目・四丁目は、区内唯

一の高台となっています。 

 

2. 荒川区の景観の現況 

(1)骨格となる景観要素 (2)主な公共空間 (3)基盤となる景観要素 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

3. 地域別の景観特性 

 

 

 

 

 

 

 

 

荒川区都市計画に関する

基本的な方針

（荒川区都市計画マスタープラン）
〈平成21年3月〉

（都市計画法
第18条の2第1項）

東京都

荒川区

各種街づくり計画・事業
都市計画施設の整備

地区計画等による街づくり

市街地再開発事業の推進

防災街づくり事業の推進 等

景 観 法
〈平成17年6月 全面施行〉〈平成16年6月 公布〉

（景観法第8条第1項）

東京都景観条例
(平成18年10月改正)

東京都景観計画
(平成19年4月策定､平成21年4月改定)

（景観法第8条第1項）

東京都景観条例
(平成18年10月改正)

東京都景観計画
(平成19年4月策定､平成21年4月改定)

（景観法第8条第1項）

東京都景観条例
(平成18年10月改正)

東京都景観計画
(平成19年4月策定､平成21年4月改定)

基 本 構 想(将来像）

幸福実感都市 あらかわ
〈平成19年3月〉

（地方自治法第2条第4項）

基 本 計 画
〈平成19年3月〉

花と緑の基本計画

環境基本計画

実 施 計 画
〈平成23年3月〉

荒川区景観条例

荒川区景観計画

（景観法第8条第1項）

荒川区景観条例

荒川区景観計画

（景観法第8条第1項）

＜荒川区の街の姿＞ 
荒川区は、隅田川と日暮里台地の水と緑に縁取られ、住宅、商店、工場などが共存する街が広がり、街なかに

は、助け合いや親しみ、人なつこさを感じる人情味があふれ、下町らしい情緒豊かな景観が形成されています。 

<社会状況の変化> 
・ 近年の街づくりは、安全性や防災性、

利便性などの向上を目指して進めら
れてきました。 

・ 多くのマンション等の中高層建築物が
建設され、街の景観は大きく変貌しま
した。 

<荒川区景観計画の策定と荒川区景観条例の制定> 
荒川区では、区の特徴である下町的で情緒のあるたたずまいと人間味あふれる街の景観や歴史ある

風景を守り、区民の郷土愛や誇りを育み、次世代に引き継いでいきたいと考えています。 
そこで区は、国や東京都の動向を踏まえて、東京都による広域な視点からの景観施策とともに、よ

り一層きめ細かく地域に即した景観施策を行うため、景観法に基づく景観行政団体となり「荒川区景
観計画」を策定するとともに「荒川区景観条例」を制定することにしました。 

１．下町らしい景観、個性的な景観を生かす 
２．川や台地など地形や自然、街道などの歴史的資源を生かす 
３．区民等との協働・連携による活動を生かす 

新しい息吹のなかにも 下町らしい雰囲気のつたわる風景をつくる 

⑦東日暮里地域 
新しい市街地と、商店街や生活道路が調和した景観 

⑧西日暮里地域 
台地の歴史的資源と鉄道・道路や市街地再開発とが共存した景
観 
 

①南千住東地域 
新しい川の手を象徴するダイナミックな眺望景観 

②南千住西地域 
江戸・昭和の歴史が重なる街に下町人情が息づく景観 

③荒川地域 
行政・文化機能や大規模公園等の生活拠点と身近な商店や産業
が調和する景観 

④町屋地域 
町屋駅を中心とした商業・交通拠点と住・工共存の街並みが広
がり、にぎわいと潤いを併せ持つ景観 

⑤東尾久地域 
隅田川のスーパー堤防と大規模公園が一体となった、水と緑の
憩いの景観 

⑥西尾久地域 
あらかわ遊園の憩いの空間と、歴史を感じる街並みが共存した
景観 

日暮里台地 

隅田川とその沿川 

都電荒川線(鉄道) 

旧日光道中とにぎわいの幹線道路 

隅田川沿い等の大規模公園 

○住居系市街地 

低中層市街地 

中高層市街地 

○商業系市街地 

駅周辺商業地 

沿道商業地 

：幹線道路と大規模公園

<景観法の制定> 
・ 平成 16 年 6 月に我が国初の景観に

ついての総合的な法律である景観法
が制定されました。 

・ 基礎自治体が「景観行政団体」とし
て、景観行政を主体的に推進していく
ことが可能となりました。 
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４ 景観法の活用による取組 

 

1. 計画の対象区域 

景観計画対象区域を、区全域

と定めます。 

2. 景観基本軸と一般地域 

区全域を「景観基本軸」と「一

般地域」に分けてそれぞれの特

性に応じた景観形成を図ります。 

 

 

3. 景観基本軸の方針と基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 一般地域の方針と基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 色彩基準 

マンセル表色系を用いて一般地域と

景観基本軸の色彩基準を定め、景観誘

導を図ります。 

 

 

 

 

6. 屋外広告物の景観基準 

東京都屋外広告物条例による一般的な制限に加え、地域独自の景観配慮基準を定めて、事前相談を実施

して景観への配慮を求めていきます。 

7. 公共施設の方針 

○公共施設 

区内の道路、鉄道、公園を対象に、景観形成

の目標と方針を示します。 

○景観重要公共施設 

区の景観の骨格となり良好な景観形成に重要

な公共施設を「景観重要公共施設」に指定し、

施設管理者と協働して景観に配慮した公共施設

の整備を推進します。 
■道路（３路線）：コツ通り(旧日光道中)、都電通
り、藍染川通り･藍染川西通り 

■河川（１河川）：隅田川 
■公園（６公園）：西日暮里公園、あらかわ遊園、
宮前公園、尾久の原公園、荒川自然公園、汐入
公園 

①
都
電
景
観
軸 

②
隅
田
川
景
観
軸

③
日
暮
里
台
地

<景観形成方針> 

○バラの花があふれる彩りのある景観形成 
○緑豊かな風格のある都電通りの景観形成 
○上空への連続した開放感のある景観形成 
○沿道住民の協力による景観軸の形成 
○日々の暮らしが息づくにぎわいのある景観形成 

<景観形成の目標> 

花と緑が連続し、空がきれいに見えるにぎわいのある景観

<景観形成方針> 

○隅田川と調和した街並みの景観形成 
○広がりと連続性のある景観形成 
○歴史的景観資源を生かした景観形成 
○隅田川に顔を向けた街並みの景観形成 
○人と水辺が接する環境の整備 

<景観形成の目標> 

水辺の開放感と歴史に配慮した都市文化との調和した景観 

<景観形成方針> 

○連続した崖線の緑を生かした景観形成 
○坂道と眺望を生かした景観形成 
○台地上の歴史的資源を生かした景観形成 
○名所としての西日暮里公園の景観形成 

<景観形成の目標> 

崖線の緑との調和や眺望に配慮した寺町としての落ち着いた街並 

①
住
居
系
市
街
地 

(1)低中層市街地 

(2)中高層市街地 

②
商
業
系
市
街
地 

(1)駅周辺商業地 

(2)沿道商業地 

<景観形成の目標> 

低中層の住宅と商店・工場が共存する、暮らしの息
吹を感じる下町らしい市街地景観の保全 

<景観形成の目標> 

川の手地域の新しいシンボルとして、隅田川と豊かな
緑の空間を生かした、高層住宅地の良好な街並みの
保全 

<景観形成方針> 

○軒先の花と緑を守り育む 
○周辺の街並みとの調和を図る 
○圧迫感を感じさせない景観をつくる 

<景観形成方針> 
○川と緑を生かした新しい高層住宅地をつくる 
○中高層マンション等の景観誘導 

<景観形成の目標> 

商業・業務機能を中心に、居住機能や文化・交流機能
など多様な都市機能が集積した、活気とにぎわいのあ
る市街地景観の形成 

<景観形成の目標> 

沿道の建物の連続性を保ち、地域の個性を生かした
にぎわいのある市街地景観の形成 

<景観形成方針> 

○多様な都市活動の中心にふさわしい日暮里駅、西日
暮里駅および南千住駅周辺の風格のある景観形成 

○生活感あふれる町屋駅周辺の景観形成 

<景観形成方針> 

○一定の秩序や連続性とにぎわいを感じる街並みの
景観形成 

○地域の個性を生かした街路の景観形成 

 外
壁
基
本
色

強
調
色 

ア
ク
セ
ン
ト
色

屋
根
色 

都電景観軸 ● ● ● ●

隅田川景観軸 ● ● ● ●
景
観 

基
本
軸 

日暮里台地景観軸 ● － － ●

住居系市街地 ● ● － ●
一
般

地
域商業系市街地 ● ● ● ●

荒川区景観計画対象区域図

景
観
軸

色彩基準に対応する色彩の例 

区の基盤となる景観が広

がる区域（「景観基本軸」

以外の区域） 

一 般 地 域 

・ 地域性を生かした方針・基準を規定

・ 一定規模以上の建築行為を規制 

広域にわたり特徴的な景観

が連続し、良好な景観形成

を重点的に推進する区域 

景 観 基 本 軸 

・ きめ細かい方針・基準を規定 

・ 比較的小規模の建築行為も規制 

住民発意により、今後新たに

生まれる景観形成区域 

（荒川区独自の取組） 

景観推進地区（第 3 章 4.2） 

景
観
計
画
区
域
（
区
全
域
） 
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５ 景観まちづくりの展開 

1. 建築行為等の事前協議及び届出 

○適合努力義務 

届出や事前協議の対象とならない小

規模な建築物等についても、当該の景

観形成の方針と基準に適合するように

努めるものとします。 

○事前協議制度 

景観法に基づく届出のほかに、今後

制定を予定している荒川区景観条例に

基づく事前協議制度により、区の大規

模建築物等を含め、事業の企画・提案

などの段階から事業者と景観に関する

協議を行い、建築物等の良好な景観誘

導を図ります。 

○届出制度 

景観法に基づく景観形成の方針と基

準を定め、同法に基づく届出制度によ

り、一定規模以上の建築行為等※1 の規

制誘導を図ります。 

○公共施設等の取扱いについて 

景観的な影響が大きく先導的な景観

形成が求められる公共建築物や鉄道、

道路、河川、橋梁等についても、連絡

調整を図った上で事前協議等による景

観誘導を図ります。 
 

■届出フロー(事前協議含む) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 景観資源の保全と活用 

■荒川区風景資産の指定 

区民との協働により重要な景観資源を選定し、

区独自に「荒川区風景資産｣に指定します。 

■景観重要建造物・樹木の指定の方針 

地域のｼﾝﾎﾞﾙやﾗﾝﾄﾞﾏｰｸ等となる建造物や樹木

を対象に、所有者や管理者等の同意を得て景観重

要建造物・樹木に指定します。 

■地域固有の景観資源の周辺における景観形成 

○景観重要公共施設の周辺における景観形成 

○荒川区風景資産の周辺における景観形成 

○景観重要建造物・景観重要樹木等の周辺における景観形成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 区民と進める景観形成 

区は、右図の取組を区民や事業者と協働で

実践することにより、区民や事業者の発意に

基づく身近な景観まちづくりを推進します。 

 

 

６ 景観計画の推進に向けて 

     

 

 

 

 

 

■荒川区景観条例に基づく適合努力義務 
行為の種類・規模 景観形成の方針・基準等 

届出及び事前協議の対象とならない全ての建築物等 

<適用される基準・方針> 
・景観形成の方針・基準 
・色彩基準 
・屋外広告物の景観基準 

■荒川区景観条例に基づく事前協議（東京都による事前協議の対象は除く。） 

行為の種類・規模 景観形成の方針・基準等 

一般建築物 景
観 

基
本
軸 

工作物･開発行為 
届出対象全て 

大規模建築物 高さ≧21ｍ又は延べ面積≧3,000 ㎡ 一
般 

地
域 

工作物･開発行為 届出対象全て 

<適用される基準・方針> 
・景観形成の方針・基準 
・色彩基準 
・屋外広告物の景観基準 

<事前協議の時期> 
・建築確認申請等の60 日以上前 
・開発行為許可申請等の30 日以上前 

■景観法に基づく届出 
行為の種類・規模 景観形成の方針・基準等 

都電景観軸： 
高さ≧10ｍ又は延べ面積≧500㎡ 
隅田川景観軸： 
高さ≧15ｍ又は延べ面積≧1,000 ㎡ 

一般建築物 

日暮里台地景観軸： 
高さ≧10ｍ又は延べ面積≧500㎡ 
都電景観軸： 
高さ≧10ｍ又は築造面積≧500 ㎡ 
隅田川景観軸： 
高さ≧15ｍ又は築造面積≧1,000 ㎡ 

工作物 

日暮里台地景観軸： 
高さ≧10ｍ又は築造面積≧500 ㎡ 

景
観
基
本
軸 

開発行為 開発区域の面積≧500㎡ 

一般建築物 高さ≧15ｍ又は延べ面積≧1,000 ㎡ 

工作物 高さ≧15ｍ又は築造面積≧1,000 ㎡ 

一
般
地
域 開発行為 開発区域の面積≧1,000㎡ 

<適用される基準・方針> 
・景観形成の方針・基準 
・色彩基準 
・屋外広告物の景観基準 

<届出の時期> 
・建築確認申請等の30 日以上前 
・開発行為許可申請等の日まで 
 

■公共施設等の扱いについて 

行為の種類・規模 景観形成の方針・基準等 

公共建築物・ 

公共工作物等 

事前協議は全て対象 
（ただし、緊急、日常的補修工事等は除く。） 
届出対象物件は通知が必要 

<事前協議の時期> 
・計画通知の60日以上前 

<通知の時期> 
・届出対象に該当する場合は、計画通 

知の30 日以上前に通知を行う 

公
共
施
設
等 鉄道・ 

公共施設等※ 

事前協議は全て対象 

（ただし、緊急、日常的補修工事等は除く。） 
<事前協議の時期> 

・設計が容易に変更できる時期 

※ 鉄道高架、道路、公園、河川、橋梁等

 
申請者(区民及び民間事業者) 

敷地条件確認 

景観に関する構想の自己チェック 

計画原案作成 

（修正） 

計画案作成 

建築確認申請・開発許可申請など 

行為の着手 

〈事前相談〉 

荒川区による事前協議 

事前協議 

荒 川 区 

〈情報提供〉 

提出 

必要に応じて協議 

届出書作成 
 

荒川区による審査 

届出受理 

 

受理確認 
計画案修正 

意見 

聴取 

届  出 

再提出 

事前相談 

荒
川
区
景
観
条
例
に
基
づ
く
事
前
協
議

景
観
法
に
基
づ
く
手
続 

鉄道事業者・行政機関 

敷地条件等確認 

景観に関する構想の自己チェック

計画案作成 

   通知 
(30日以上前) 

計画通知 

景
観
審
議
会 

提出 

勧告･変更命令 

通知書作成

届出受理 

必要に応じて協議 

必要に応じて相談 

受理確認 

※
景
観
計
画
に
お
け
る
届
出

対
象
に
該
当
す
る
場
合 

景
観
ア
ド
バ
イ
ザ
ー 

適
合
努
力
義
務 

届
出
対
象
に
該
当
す
る
公
共
建
築
物
等 

計画原案作成 

（修正） 

鉄
道･

道
路･

公
園･

河
川･

橋
梁
等 

届
出
対
象
に
該
当
し
な
い
公
共
建
築
物
等 

提出 事前 
協議 

行為の完了届出・通知 

3. 推進体制 

○荒川区景観審議会の設置 
○景観アドバイザー制度の設置 
○景観担当部門の庁内体制の充実 

4. 区民・事業者との連携 

4.1 区民・事業者及び区の役割 
景観形成の担い手となる区民・事業者

及び区の役割を下図に示します。 

区 民 

○身の回りの景観形成に取り組

み、相互に協力する 

○区の景観施策に協力する 

事業者 
○開発や事業において良好な景観形

成に取り組む 

○区民の景観まちづくり活動や区の

景観施策に協力する 

荒川区 

○総合的見地から景観形成に取り組む 

○景観施策に区民や事業者の意見を反

映する 

○区民や事業者の啓発や支援を行う 

 

  

 

区民発意の芽生え 

組織づくりと取組の相談・意思表明 

（都市計画課に景観相談窓口を設置） 

区民の取組 区の取組 

・美化清掃活動 

・花植え活動 

・緑化活動 

・景観まちづくり

情報の収集 

・イベント参加 

など 

 

⑥景観アドバイザー派遣 

⑦表彰制度 

⑧景観協定 

④景観関連の情報提供 

⑤景観フォーラム開催 

①景観まちづくり団体の設立 

・景観資源調査 

・アンケート実施 

・イベント開催 

（勉強会、フォーラム、 

荒川区風景資産、 

景観賞、 

ワークショップ、 

まち歩き等） 

など 

活動を主眼に取り組む 

景観まちづくり 
活動 

活動の拡充 ⑨景観整備機構 

登録・認定
景観まちづくり団体 

の登録申請 
申請書等の提出 

荒川区風景資産 

ルール・計画づくり 
 

②景観まちなみ協定 

③景観推進地区の指定 

 

 

 

 

運 用 

ルールづくりを主眼に取り組む

・景観協定  ・建築協定

・地区計画 

・景観計画  ・景観地区

など

ステップアップ 

 

荒
川
区
景
観
計
画 

・区民からの推薦 

・文化財 

・保護樹木、樹林 
区 民 

景観資源の抽出 

(荒川区風景資産候補) 

荒川区景観審議会 

    荒川区風景資産 

   の選定・指定 

条例による 
自主的な 
取組 

協力

・ 

参加

荒川区風景資産 

を生かした 

景観形成の推進 

・情報共有 

・景観フォーラム 

・地域の景観まちづくり活動

・景観まちづくり協定 など

行 政 

所有者･管理者の同意

     景観重要建造物

    ・樹木の指定 
景観法 

の規定 

荒川区景観審議会 

支援

反映 

1 

2 

景観推進地区 

1. 関連施策・制度との連携 

1.1 まちづくり事業との連携 

1.2 都市計画等諸制度との連携

1.3 無電柱化事業との連携 

1.4 みどりの施策との連携 

1.5 商業・観光振興との連携 

2. 東京都・隣接区との連携 
 
3. 計画の見直し 平成２４年３月発行  登録（２３）０１１０号 

荒川区景観計画 

編集・発行 荒川区都市整備部都市計画課

〒１１６－８５０１ 荒川区荒川２－２－３ 

電話 ０３（３８０２）３１１１（代表） 
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新
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中
に
も
下
町
ら
し
い
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つ
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く
る 

 

景観まちづくりの進め方 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区民の皆様と未来に向けて、末永く、荒川区の景観を

大切にし続けていけるよう、荒川区風景資産の取組みを

核とした景観まちづくり活動を推進していきます。 

区民と協働の 

荒川区 

風景資産 

とっておきの風景を区民

参加により募集・選定し、

区民の景観まちづくり活

動によって、守り育てて

いくための仕組みです。 

景観 

まちづくり団体 

ご近所や仲間と一緒に団

体登録し、地区の景観づ

くりの約束事を決めた

り、景観に関わる様々な

活動を行う区民組織を育

成・認定する制度です。 

景観 

まちなみ協定 

ご近所の取組みを連続し

た通りの景観づくりに発

展させることを目的とし

た、区民の皆さんが力を

合わせて街並みの景観を

築いていく制度です。 

風景資産の募集・選定

区民参加による

 

例えば・・・

まち歩き 

自宅･職場

道沿い商店街

情報提供 

アドバイザー派遣 

協定したいことを 
話し合い 

！

景観まちづくり活動

風景資産を活かした

申請書提出 

• 荒川区の風景の魅力を再発見・共有する協

働作業を通じて、区民主体の景観まちづく

り活動を推進していきます。 

• 景観まちづくり活動を行う団体を認定し、

区の技術的支援を通じて、団体育成を推進

します。 

• ご近所の皆様で玄関周りや塀・看板等に関

する意匠や使い方の約束事(ルール)を決め

て、守ることを通じて、統一感のある通り

の景観形成を推進します。 

認
定 

発案 

玄関周りに 

緑を増やす 

ルールを守り 

街並みを育む 

建物の外観

や看板等を

統一する 

オープン 

カフェなどを

運営する 

マップ作成 

交流会 

区民から推薦を募り、
現場確認や公開選定会
を通じて選定する 

選定組織を設立し、 
選定の基準や方法を検討する 

選定結果を公表する 

ランドマークの風 建物の風景 緑の風景 行祭事の風景 

新しい息吹の中にも下町らしい 

雰囲気のつたわる風景をつくる 

ご近所や 
仲間と話し合い 

景観まちづくり活動の展開 


